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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

新型インフルエンザ対策に伴う保育所運営費の取扱いについて

標記について、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」（昭和５１年４月

１６日厚生省発児第５９号の２厚生省事務次官通知）の第４の２徴収金（保育料）基準額

の特例の取扱いについて下記のとおり行った場合は厚生労働大臣の承認が得られたものと

して取扱うことができるものとするので通知する。

なお、臨時休業の要請を受けて休業した場合の運営費の支弁については、保育の実施は

継続していることとして、通常どおり月額で支弁して差し支えない。

記

休業要請を受けて休所した場合の徴収基準額の算定については次の算式によることとし

て差し支えない。

算式

入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その

月の臨時休業日を除く開所日数（２５日を超える場合は２５日）÷２５日

（注）１０円未満の端数は切り捨てる。


